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参考１

農薬取締法関係法令抜粋

○農薬取締法（抄）

（昭和二十三年七月一日法律第八十二号）

（農薬の登録）

第二条 製造者及び輸入者は、農薬について、農林水産大臣の登録を受けなければ、こ

れを製造し若しくは加工し、又は輸入してはならない。ただし、その原材料に照らし農

作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかなものとして農林

水産大臣及び環境大臣が指定する農薬（以下「特定農薬」という ）を製造し若しくは。

加工し、又は輸入する場合、第十五条の二第一項の登録に係る農薬で同条第六項におい

て準用する第七条の規定による表示のあるものを輸入する場合その他農林水産省令・環

境省令で定める場合は、この限りでない。

２・３ （略）

第十六条 （略）

２ （略）

３ 農林水産大臣及び環境大臣は、第二条第一項の規定により特定農薬を指定し、若しく

は変更しようとするとき、又は第十二条第一項の農林水産省令・環境省令を制定し、若

しくは改廃しようとするときは、農業資材審議会の意見を聴かなければならない。


